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4/1 組合加入説明会を行いました！ 
～新規採用者研修初日、看護職員･研修医に向けて～ 

この春から山口大学で働く職員を対象とした

新採用者研修で、組合加入の説明を行いました。

今年の研修会も分散型で開催され、医療職員の

方には 4/1㈮初日集合時に資料をお渡して、個

別に声がけを行い、研修医と看護職員の方に向

けては、それぞれ15分間の説明を行いました。 

研修医への説明は昼休み時間でしたが、看護

職員については、今年は研修のプログラムのな

かに組み込んでいただきました（初です!）。当日

は小串分会から石村世話人、本部からは森下書

記長・鴨崎三余ほか書記局員 1 名が参加して対

応しました。 

森下書記長がメインスピーカーを務め、大学

と教職員との間で、組合がどのような役割を担

っているのか、また取り組みや成果について、医

学部長等との懇談会を始め、昨年度実施した看

護職員アンケートやパワーハラスメント問題へ

の対応など、実例を挙げて説明を行いました。そ

して「大学の言いなりではなく、他人まかせでは

なく、労働条件は自分たちが守るんだと、しっか

り自覚してほしい。そのためにもぜひ組合へ！」

と加入を呼びかけました。その結果、今年も新た

な仲間を迎えることができました。 

 

 

 

 

新規にご加入いただいたみなさま、よろしくお願いします！ 

 

 

 

 

 

 

 

～山大医学部・附属病院教職員の生活と権利をまもる～ 
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お気軽に

お問合せ

ください! 

 

附属病院長・看護部長等との懇談会（6/30開催予定） 

～要望を募集しています！～ 5/20締め切り 
 
毎年開催していますが、今年度は 6月 30日㈭に、組合と医学部長・附属病院長･看護部長･医学部

長・看護部長・事務部長等との談会を行う予定です。 

現在、懇談会で取り上げる内容を募集しています。 

職場からの意見をぜひ届けてください。ご協力よろしくお願いします。 

（回答方法） 右のQRコードから Googleフォームへ回答ください 

https://forms.gle/jA1Z5fhSRmha5aup8 

＊Googleフォームのほか、メール、お電話でも受け付けています。 

mailto:fuy-union@ma4.seikyou.ne.jp
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＊小串分会組合員のメンバー特典です。ぜひご活用ください♪♪♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「看護業務手当」の新設について～2022 年 4 月 1 日付け就業規則改正～ 

4 月 1 日付け就業規則の改正により、看護職員※を対象とした「看護業務手当」が新設さ

れました。これは政府のすすめる「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（2021 年

11 月 19 日「閣議決定」）の一つで、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務

する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続されるとりくみを行うことを前提として、国から

医療機関に配分される予算がベースとなっています。2､3 月分は一時金として一括支給し､

4 月以降は「月額 4,000 円」※が手当として支給されます。他の大学附属病院も同様にこ

の予算を活用して賃金のベースアップが行われているようですが、手当の額もさまざまなよ

うです。山口大では、現在は平均賃金の１％の額ですが、この財源は「3％程度の引き上

げ」を目指すもので、大学担当者からも、その方向で現在、検討しているとのことでした。 

 ※支給条件は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

（参考：国立大学法人山口大学職員給与決定規則および第 215回部局長会議報告資料） 

 前号でもお知らせしたとおり、この予算は、理学療法士、作業療法士など 

コメディカルの処遇改善にも充てることができる柔軟な運用が認められている 

ものです。医療に関わるそれぞれの職種がその社会的役割にきちんと見合った 

評価がなれるよう、また医療全体の労働条件の底上げを目指すという意味 

でも、現場からみんなで声をあげていきましょう！ 

 

（対象者） 

医学部附属病院及び教育・学生

支援機構保健管理センターに勤

務する看護師，保健師，助産師

及び看護補佐員 

（手当の算出方法） 

１月あたり 4,000 円を基礎として算出した額とする。た

だし，週あたりの勤務時間が 38.45 時間未満の者は，次

の計算式で得られた額を基礎として算出した額とする。 

4,000 円×(週あたりの勤務時間）／38.75 


